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7 ワークショップ

　令和７年５月～６月の間、２回に渡って野辺地町において、まちづくりゲーム「マチュア・ソサエ
ティ」（『成熟社会』の意味）を用いたワークショップが開催されました。
マチュア・ソサエティは、まちの人口減少を食い止めるため、
「Ａ：くらし」（市街地整備、上下水道、交通、医療、教育・生涯学習、男女共同参画）
「Ｂ：しごと」（商工会連携、観光開発、食の開発・販促、地産地消、地域外からの収益）
「Ｃ：そなえる」（防災、防犯、備え、子育て、高齢者支援、障がい福祉）
「Ｄ：まちづくり」（自治会、町内会、ボランティア、地域活動、交流活動、新たなコミュニティ、勉強会）
　…の４分野について、事業の提案をしていくゲームです。参加者は、互いの提案する事業を真剣に
評価し合い、高い評価を受けた人が高得点を獲得していきます。
　以下では今回の会議で提案されたアイディアの一部を抜粋します。

後期基本計画

項　目 内　容
町民、役場職員

ワークショップ

令和７年５月、６月

調査対象

調査方法

調査時期

本調査は、「第６次野辺地町まちづくり総合
計画後期基本計画」の策定にあたって、計画
づくりの基礎資料を得るために実施したも
のです。

空き家をリフォームして町に住んでくれる人に助成金
（リフォーム費用半額負担）。空き家も減る。町民も増える。

●「空き家のリフォーム費助成金」事業 ●「全町民マッチョ事業」事業
「全町民の筋肉を発達させることに
より、災害時の避難や不審者からの
自己防衛、高齢者の救護活動支援の
活性化を図る（テストステロン高まる）」
をコンセプトとし、週１回パーソナル
トレーナーからの筋トレ指導。ジム代
無料。プロテイン等サプリメントの
支給。自己筋トレ用のダンベル等の
借用。

今やっているみたいに、まちづくりに対して意見を
出し合う。それを関係機関へ。関係機関→町のリアルな
声を聞ける→実現へ？町民→いろんな意見を聞ける
→実現する時は協力も？

●「まちづくり意見交換会」事業

「移住者、Uターンの住むエリアとして」をコンセプトとし、空き家が
見込まれるエリアを生かす。泊まれるエリアに何もないを謳う（ＤＩＹ、
ＯＫ。畑、田、山あり）。旧馬門小学校を加工場、作業場に。予算：移住
対策費の一部を充てる。馬門山族、上野くん（独立）がサポートする。

●「馬門で暮らす」事業
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　多様化・複合化する福祉ニーズに対応し、多機関と連携した包括的な相談支援体制を
構築します。地域福祉の担い手となる人材を育成・配置し、全世代に対応した総合的な
福祉サービス提供の仕組みづくりを推進します。

5年後に目指す姿

❶ 新たな担い手の発掘と育成

　担い手の減少により、地域活動を支え
る人材が不足しています。高齢者が高齢
者を支える体制となる中、元気な高齢者
の活躍促進が必要です。

❷ 支援体制と周知の強化

　問題が潜在化しやすく、早期発見と支援
体制の整備が必要です。制度利用促進の
ため、周知と啓発の充実が求められます。

❸ 制度の狭間にあるニーズ
　行政支援だけでは対応困難な課題への
横断的な連携と人材育成・相談体制の
整備が必要です。

現　　状 課　　題

❶ 担い手の高齢化と固定化

　地域福祉活動の担い手や参加者は高齢
化・固定化が進み、新たな人材とのつな
がりや、元気な高齢者の活躍の場づくり
が求められています。

❷ 権利擁護の相談増加

　高齢者や障がい者への虐待通報や相談
が増加し、支援が必要な人が孤立する
状況が課題となっています。

❸ 複合化する福祉課題
　老老介護や8050問題注など複合化する
課題に、行政のワンストップ対応と関係
機関の連携が進められています。

現状と課題

担い手の発掘と育成による
地域力の向上

　地域福祉の持続に向け、リーダーやボラ
ンティアの育成を進めます。特に元気な
高齢者が活躍できる体制を整備し、社会
福祉協議会等と連携して自主組織や協議
体の運営支援を行い、地域の担い手づくり
を推進します。

　差別や虐待のない社会を目指し、福祉
教育や人権啓発活動を推進します。社会
福祉協議会等と連携し、町民への普及啓発
を図るとともに、児童生徒への福祉教育
を通じて、共生意識の醸成を図ります。

　複雑化・潜在化する地域課題に対応する
ため、医療・福祉・介護など多機関連携
による包括的な相談支援体制を整備し、
制度の狭間のニーズに対応できる持続的
な支援体制の構築を目指します。

取　組

1

共生社会に向けた福祉教育と
啓発活動の推進2

分野横断型の連携で包括的な
相談体制を構築3

地域福祉関連団体
（団体／時点）

16
令和６年度

18
令和12年度

人権教室の開催数
（回／年）

5
令和６年度

5
令和12年度

包括福祉ケア会議開催数
（回／年）

2
令和６年度

2
令和12年度

指　標

基本目標

1 支え合い切れ目のない保健福祉

１ー（1） 地域福祉の推進
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　後期基本計画は、見やすさを重視し、見開き２ページで１施策としています。
各施策の見方は以下の通りです。

①

②

③

⑤ ⑥

④

基本目標 施　　策

基本目標
１

基本目標
2

基本目標
3

基本目標
4

基本目標
5

基本目標
6

支え合い
切れ目のない
保健福祉

１ー（１） 地域福祉の推進
１ー（２） 子育て支援の充実
１ー（３） 高齢者福祉の充実
１ー（４） 障がい者福祉の充実
１ー（５） 健康づくりの推進
１ー（６） 社会保障等の充実

工夫と連携の
地域産業

２ー（１） 農林業の振興
２ー（２） 水産業の振興
２ー（３） 商工業の振興
２ー（４） 観光の振興
２ー（５） 雇用促進・労働環境の改善

誰もが学べる教育

３ー（１） 学校教育の充実
３ー（２） 生涯学習の推進
３ー（３） スポーツの推進
３ー（４） 文化・芸術活動の推進
３ー（５） 交流活動の推進

住み続けたくなる
生活環境

４ー（１） 消防・防災・救急医療対策の強化
４ー（２） 防犯・交通安全対策の充実
４ー（３） 道路及び公共交通の整備・充実
４ー（４） 上水道の維持・整備
４ー（５） 土地の有効利用
４ー（６） 住環境の改善
４ー（７） 合併処理浄化槽の普及・推進

活用して
保全する環境

５ー（１）
５ー（２） 廃棄物処理とリサイクルの推進

メリハリのある
行財政

６ー（１） 協働のまちづくりの推進
６ー（２） 広報・広聴の充実
６ー（３） 計画的・効率的な行財政運営の推進
６ー（４） 広域行政の推進

 自然環境の保全と再生可能エネルギーの利活用の推進

後期基本計画

1 後期基本計画の概要

施策の体系

後期基本計画

2 後期基本計画

計画の見方
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項　目 内　容
６つの基本目標について、冒頭のみ記載しています。

施策名を記載しています。

当該施策の５年後に目指す姿を記載しています。

当該施策に関する現状と課題を１：１の関係で記載
しています。

｢現状と課題」に対応するように取組を記載しています。

各「取組」に関する指標を記載しています。

①基本目標

②施策

③5年後に目指す姿

④現状と課題

⑤取組

⑥指標


